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１ 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、2022年６月23日付けで、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条

第２項第２号の２の規定に基づき臨時報告書を提出いたしましたが、記載事項の一部に誤りがありましたので、これ

を訂正するために臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

２【報告内容】

　（５）勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

 
（訂正前）

(５)　勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

本自己株式処分に伴い、当社と対象役員は個別に譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」といいます。）

を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。

①    譲渡制限期間

対象役員は、2022年７月22日から当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員のいずれも退任する日（ただ

し、当該退任の日が2023年６月30日以前の日である場合には、2022年６月30日）までの間、本割当契約に基づき割

当てを受けた当社の普通株式（以下「本割当株式」という。）について、譲渡、担保権の設定その他の処分をして

はならない。

 
②    譲渡制限の解除条件

対象役員が、各対象役員の任期等を踏まえて当社が定める期間（以下「本役務提供期間」という。）、継続して、

当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間満了時におい

て、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象役員が本役務提供期間において、死亡その他当

社取締役会が正当と認める理由により当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員のいずれも退任した場

合、譲渡制限期間の満了時において、本役務提供期間開始日を含む月から当該退任日を含む月までの月数を12で除

した数に、対象役員が保有する本割当株式の数を乗じた数（ただし、計算の結果、１株未満の端数が生ずる場合に

は、）につき、譲渡制限を解除する。

 
③ 当社による無償取得

当社は、譲渡制限期間の満了時において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

 
④ 組織再編等における取扱い

譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その

他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要

しない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合には、執行役会の決議により、本割当株式の全てにつ

き、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。ただし、組織再編等効

力発生日の前営業日の直前時が2022年６月30日以前である場合はこの限りでない。

 
（訂正後）

(５)　勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

本自己株式処分に伴い、当社と対象役員は個別に譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」といいます。）

を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。

③    譲渡制限期間

対象役員は、2022年７月22日から当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員のいずれも退任する日（ただ

し、当該退任の日が2023年６月30日以前の日である場合には、2023年６月30日）までの間、本割当契約に基づき割
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当てを受けた当社の普通株式（以下「本割当株式」という。）について、譲渡、担保権の設定その他の処分をして

はならない。

 
④    譲渡制限の解除条件

対象役員が、各対象役員の地位に応じて次に定める期間（以下「本役務提供期間」という。）、継続して、当社又

は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間満了時において、本

割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象役員が本役務提供期間において、死亡その他当社取締

役会が正当と認める理由により当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員のいずれも退任した場合、譲渡

制限期間の満了時において、本役務提供期間開始日を含む月から当該退任日を含む月までの月数を12で除した数

に、対象役員が保有する本割当株式の数を乗じた数（ただし、計算の結果、１株未満の端数が生ずる場合には、）

につき、譲渡制限を解除する。

(i) 対象当社役員である場合

割当日の直前の当社の定時株主総会の日から翌年に開催される当社の定時株主総会の日まで

(ii) 当社子会社の取締役である場合

払込期日の直前の当社子会社の定時株主総会の日から翌年に開催される当社子会社の定時株主総会の日まで

(iii) 当社子会社の執行役員である場合

払込期日の直前の４月１日から翌年の３月31日まで

 
③ 当社による無償取得

当社は、譲渡制限期間の満了時において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

 
④ 組織再編等における取扱い

譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その

他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要

しない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合には、執行役会の決議により、本割当株式の全てにつ

き、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。ただし、組織再編等効

力発生日の前営業日の直前時が2023年６月30日以前である場合はこの限りでない。

 
以　上
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